
証券コード：6658
2025年６月９日

（電子提供措置の開始日2025年５月30日）

株 主 各 位
京都市南区久世東土川町364番地1

代表取締役社長 五 藤 学

第56回定時株主総会招集ご通知

拝啓 平素は格別のご高配を賜り厚くお礼申し上げます。
さて、当社第56回定時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご通知申し上げます。
本株主総会の招集に際しては電子提供措置をとっており、インターネット上の下記ウェブサイトに「第56回定

時株主総会招集ご通知」として電子提供措置事項を掲載しております。

当社ウェブサイト
https://www.shiraidenshi.co.jp/index.html

上記ウェブサイトにアクセスして、「株主・投資家情報」を選択してご覧ください。

また、上記のほか、インターネット上の下記ウェブサイトにも掲載しております。
東証ウェブサイト（東証上場会社情報サービス）
https://www2.jpx.co.jp/tseHpFront/JJK010010Action.do?Show=Show

上記の東京証券取引所ウェブサイトにアクセスして、当社名又は証券コードを入力・検索し、「基本情報」「縦
覧書類/PR情報」を順に選択のうえ、ご覧ください。

書面による議決権の事前行使にあたっては、電子提供措置事項に掲載の株主総会参考書類をご検討いただき、
同封の議決権行使書用紙に議案に対する賛否をご表示の上、2025年６月23日（月曜日）午後５時15分までに到着
するようにご返送くださいますようお願い申し上げます。

敬 具
記

1. 日 時 2025年６月24日（火曜日）午前10時
2. 場 所 滋賀県野洲市三上828

コミュニティセンターみかみ
※昨年と会場が異なりますので、末尾の「株主総会会場ご案内図」をご参照ください。

3. 目的事項
報 告 事 項 1. 第56期（2024年４月１日から2025年３月31日まで）事業報告及び連結計算書類

並びに会計監査人及び監査等委員会の連結計算書類監査結果報告の件
2. 第56期（2024年４月１日から2025年３月31日まで）計算書類報告の件

決 議 事 項
第１号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）４名選任の件
第２号議案 監査等委員である取締役４名選任の件

以 上
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～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～
◎ 当日ご出席の際は、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出くださいますようお願い申し上げます。
◎ 議決権行使書面において、議案に賛否の表示がない場合は、賛成の意思表示をされたものとして取り扱わせていただ

きます。
◎ 書面交付請求された株主様へご送付している書面には、法令及び当社定款第14条の規定に基づき、下記の事項を記載

しておりません。したがって、当該書面は監査報告を作成するに際し、監査等委員会及び会計監査人が監査をした書
類の一部であります。
・連結注記表
・個別注記表

◎ 電子提供措置事項に修正が生じた場合は、掲載している各ウェブサイトに修正内容を掲載させていただきます。
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詳細は次頁をご参照ください。

議決権行使についてのご案内

次のいずれかの方法により、議決権をご行使くださいますようお願い申しあげます。

書 面 インターネット 株主総会ご出席

同封の議決権行使書用紙に賛否を
ご表示いただき、行使期限までに
到着するようご返送ください。議
決権行使書面において、議案に賛
否の表示がない場合は、賛成の意
思表示をされたものとして取り扱
わせていただきます。

当社指定の議決権行使ウェブサイト
(https://soukai.mizuho-tb.co.jp
/）にアクセスしていただき、行
使期限までに賛否をご入力くださ
い。

同封の議決権行使書用紙を株主総
会当日、会場受付にご提出くださ
い。

行使期限 行使期限 株主総会開催日時

2025年６月23日(月)
午後５時15分までに到着

2025年６月23日(月)
午後５時15分までに行使

2025年６月24日(火)
午前10時

インターネットにより議決権を行使される場合の注意点

・同封の議決権行使書用紙に記載の議決権行使コード及びパスワードをご利用のうえ、画面の
案内に従って議案に対する賛否をご入力ください。

・パスワードは、議決権を行使される方が株主様ご本人であることを確認するための重要な情
報ですので、大切にお取り扱いください。

・議決権行使ウェブサイトをご利用いただく際のプロバイダへの接続料金及び通信事業者への
通信料金は株主様のご負担となります。

・議決権行使書の郵送とインターネットによる方法の双方で議決権を行使された場合は、イン
ターネットによる議決権の行使を有効とさせていただきます。

・インターネットにより複数回にわたり議決権を行使された場合は、最後に行使された内容を
有効とさせていただきます。



見本見本
見本見本

見本見本

※QRコードは㈱デンソーウェーブの登録商標です。

「次へすすむ」
をクリック

「議決権行使
コード」を入力

「次へ」をクリック

実際にご使用に
なる新しいパス
ワードを設定し
てください。

「初期パスワード」
を入力

「登録」をクリック

インターネットによる議決権行使のご案内
QRコードを読み取る方法

「スマート行使」
議決権行使コード・パスワードを

入力する方法

議決権行使コード及びパスワードを入力することな

く議決権行使ウェブサイトにログインすることがで

きます。

議決権行使ウェブサイト

https://soukai.mizuho-tb.co.jp/

１ 同封の議決権行使書用紙に記載された

「スマートフォン用議決権行使ウェブサ

イトログインQRコード」を読み取って

ください。

２ 以降は画面の案内に従って賛否を

ご入力ください。

「スマート行使」での議決権行使は１回に
限り可能です。
議決権行使後に行使内容を変更する場合は、お手数ですが
PC向けサイトへアクセスし、議決権行使書用紙に記載の

「議決権行使コード」・「パスワード」を入力してログイン、
再度議決権行使をお願いいたします。

※QRコードを再度読み取っていただくと、PC向けサイトへ
遷移できます。

１ 議決権行使ウェブサイトに

アクセスしてください。

２ 議決権行使書用紙に記載された

「議決権行使コード」をご入力ください。

３ 議決権行使書用紙に記載された

「パスワード」をご入力ください。

４ 以降は画面の案内に従って賛否を

ご入力ください。

インターネットによる議決権行使で

パソコンやスマートフォン、携帯電話の操作方法などが

ご不明な場合は、右記にお問い合わせください。

みずほ信託銀行 証券代行部 インターネットヘルプダイヤル

0120-768-524
受付時間 年末年始を除く

午前９時～午後９時



事 業 報 告

(2024年４月１日から
2025年３月31日まで)

1. 企業集団の現況に関する事項
(1) 事業の経過及び成果

当連結会計年度のわが国経済は、雇用・所得環境の改善やインバウンド需要の拡大などに

より、景気は緩やかな回復基調で推移しました。一方、エネルギーコストや原材料価格の高

騰、為替・金利の変動、また海外においては中国の不動産不況を発端とした経済停滞、米国

の関税政策の影響等、依然として先行き不透明な状況が継続しております。

このような情勢のもと、2024年５月に公表している中期経営計画の中期経営目標に対し

て、当連結会計年度は売上・利益ともに目標を達成いたしました。先行き不透明な経営環境

の中、当社の主力セグメントである国内外のプリント配線板事業を中心に、シライグループ

が一枚岩となり事業活動を進めた結果であります。

当連結会計年度における売上高は29,337百万円（前年同期比1.7％増）、営業利益は2,576

百万円（前年同期比11.6％増）、経常利益は2,594百万円（前年同期比20.0％増）、親会社株

主に帰属する当期純利益は2,075百万円（前年同期比39.6％増）となりました。

(2) 対処すべき課題

当社グループは、2027年３月期を最終年度とする中期経営計画を策定・公表しておりま

す。当計画に記載しております「成長市場」「成長分野」に対するアプローチのため、グロ

ーバル販売戦略、製品・技術戦略、人財戦略などを、適時適切に計画・実行することが必要

であり、課題と考えております。

グループ全社員がそれぞれの能力的優位性を活かしながら、相互連携を図り一枚岩になる

ことで、中期経営計画の目標達成に向けた各種施策を堅実に実行し、企業価値の最大化を図

ってまいります。

株主の皆様におかれましては、今後とも引き続き一層のご支援、ご鞭撻を賜りますようお

願い申し上げます。
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(3) 設備投資の状況

当連結会計年度中に実施した設備投資の総額は620百万円であります。その主なものは、

白井電子科技(珠海)有限公司における生産体制増強のための設備投資であります。

(4) 資金調達の状況

2024年12月２日に残存していた新株予約権15,600個を、2,745千円の対価をもって取得し、

そのすべてを消却いたしました。

(5) 財産及び損益の状況

区 分
2021年度 2022年度 2023年度 2024年度

第 53 期 第 54 期 第 55 期 第 56 期

売 上 高 (百万円) 29,397 32,864 28,833 29,337

経 常 利 益 (百万円) 1,476 2,504 2,161 2,594

親会社株主に帰属する当期純利益 (百万円) 1,327 2,063 1,487 2,075

１ 株 当 た り 当 期 純 利 益 (円) 95.29 148.76 104.99 137.57

総 資 産 (百万円) 22,340 20,628 19,696 19,454

純 資 産 (百万円) 4,097 5,981 7,930 10,054

(注) 「１株当たり当期純利益」は期中平均株式数により算出しています。
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(6) 重要な親会社及び子会社の状況
① 親会社との関係

該当事項はありません。

② 重要な子会社の状況

会 社 名 資 本 金 議決権比率 主な事業内容

白井電子科技(香港)有限公司 152百万香港ドル 100.0％ プリント配線板の仕入・販売

白井電子科技(珠海)有限公司 366百万香港ドル
100.0％

（100.0％）
プリント配線板の製造

（注) 議決権比率の（ ）内の数値は、間接保有による議決権比率であります。

(7) 主要な事業内容(2025年３月31日現在)
プリント配線板の設計・製造・販売及びプリント配線板外観検査機並びに各種ソリューシ

ョンビジネス商品の開発・販売を行っております。

(8) 主要な営業所及び工場(2025年３月31日現在)

当 社

名称 所在地

京都本社・ソリューションセンター 京都府京都市

滋賀本社 滋賀県野洲市

三上工場 滋賀県野洲市

冨波工場 滋賀県野洲市

守山工場 滋賀県守山市

国内営業本部 滋賀県野洲市

関東営業所（サテライトオフィス） 埼玉県川越市

中部営業所 愛知県安城市

九州営業所 長崎県大村市

野洲管理センター 滋賀県野洲市

Ｐ板開発サービス事業部 埼玉県川越市

ＳＰＥＴ事業本部 京都府京都市

白井電子科技(香港)有限公司 香港九龍

白井電子科技(珠海)有限公司 中国広東省珠海市

オーミハイテク株式会社 滋賀県野洲市
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(9) 従業員の状況(2025年３月31日現在)

① 企業集団の従業員の状況

従 業 員 数 前連結会計年度末比増減

1,226名 8名減

（注) 上記従業員数の他に臨時従業員としてパートタイマー(アルバイト)・契約社員・人材派遣人員が98名おり

ます。

② 当社の従業員の状況

従 業 員 数 前事業年度末比増減 平 均 年 齢 平均勤続年数

369名 4名減 45.8歳 20.1年

（注) 1. 上記従業員数の他に臨時従業員としてパートタイマー・人材派遣人員が37名おります。

2. 上記従業員数にはグループ会社への出向者11名を除いて記載しております。

(10) 主要な借入先の状況(2025年３月31日現在)

借 入 先 借 入 金 残 高

株式会社りそな銀行 701百万円

シンジケートローン 642百万円

株式会社みずほ銀行 435百万円

株式会社京都銀行 402百万円

株式会社滋賀銀行 334百万円

（注) シンジケートローンは、株式会社りそな銀行他３行からの協調融資によるものであります。

(11) その他企業集団の現況に関する重要な事項

当社は中長期的に高成長が期待できるインドを有望な市場として捉え、創業以来当社グル

ープが国内外で培った「シライ品質」を同国内でも提供するため、2024年10月15日開催の取

締役会において、現地販売子会社を設立することを決議し、2025年４月29日付けで設立いた

しました。
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2. 会社の株式に関する事項(2025年３月31日現在)
(1) 発行可能株式総数 44,000,000株

(2) 発行済株式の総数 15,116,000株 （自己株式27,113株を含む）

(3) 株 主 数 9,117名

(4) 大 株 主 （上位10名）

株 主 名 持 株 数 持 株 比 率

白井商事株式会社 2,026千株 13.42％

株式会社りそな銀行 408千株 2.70％

白井 治夫 378千株 2.50％

シライ電子工業従業員持株会 354千株 2.35％

ＩＮＴＥＲＡＣＴＩＶＥ ＢＲＯＫＥＲＳ ＬＬＣ 242千株 1.60％

富国生命保険相互会社 144千株 0.95％

ＢＮＰ ＰＡＲＩＢＡＳ ＮＥＷ ＹＯＲＫ

ＢＲＡＮＣＨ － ＰＲＩＭＥ ＢＲＯＫＥＲＡＧＥ

ＣＬＥＡＲＡＮＣＥ ＡＣＣＯＵＮＴ

141千株 0.93％

株式会社Ｙ．Ｋ．Ｍ． 140千株 0.93％

野村信託銀行株式会社（投信口） 136千株 0.90％

館農 隆幸 136千株 0.90％

（注) 1. 千株未満は切り捨てて表示しております。

2. 持株比率は、自己株式（27,113株）を控除して計算しております。

3. 持株比率は、小数点以下第３位を四捨五入しております。

(5) 当事業年度中に職務執行の対価として当社役員に対し交付した株式の状況

株式数 交付対象者数

取締役
（監査等委員である取締役を除く）

40,560株 4名
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3. 新株予約権等の状況
(1) 当事業年度の末日において当社役員が有する職務執行の対価として交付された新株予約権

の状況

該当事項はありません。

(2) 当事業年度中に当社使用人、子会社役員及び使用人に対して職務執行の対価として交付さ

れた新株予約権の状況

該当事項はありません。

(3) その他新株予約権等に関する重要な事項

2024年11月15日開催の取締役会において、2023年10月17日に発行した第１回新株予約権

（行使価額修正条項付き）（以下、「本新株予約権」）につき、残存する全ての本新株予約権

を取得及び消却することを決議し、2024年12月２日に本新株予約権の取得及び消却を実施

しております。
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4. 会社役員に関する事項
(1) 取締役の状況(2025年３月31日現在）

地 位 氏 名 担当及び重要な兼職の状況

代 表 取 締 役 社 長 五 藤 学
白井電子科技(香港)有限公司 董事長

白井電子科技(珠海)有限公司 董事

常 務 取 締 役 宮 崎 信
ＰＣＢ製造担当

白井電子科技(珠海)有限公司 董事長

取 締 役 大 塚 昌 彦
白井電子科技(香港)有限公司 董事

ＰＤＳ・ソリューション担当

取 締 役 竹 中 一 宏 品質・技術担当

取 締 役 石 角 哲 也

営業担当

白井電子商貿(深セン)有限公司 董事長

白井電子商貿(上海)有限公司 董事長

取 締 役 白 井 治 夫

取締役（常勤監査等委員） 平 野 和 志

取締役（監査等委員） 和 氣 大 輔

和氣公認会計士事務所所長

ＴＯＷＡ株式会社 社外取締役 監査等委員

株式会社ＩＡＣＥトラベル 社外監査役

取締役（監査等委員） 清 水 久美子 弁護士法人清水法律事務所代表弁護士

（注）1. 当事業年度末日後の取締役の地位及び担当の異動

氏 名 異動前 異動後 異動年月日

五藤 学
白井電子科技(香港)有限公司 董事長

白井電子科技(珠海)有限公司 董事

白井電子科技(香港)有限公司 董事長

白井電子科技(珠海)有限公司 董事

SHIRAI ELECTORONICS TRADING (INDIA)

PVT. LTD. 代表

2025年４月29日

大塚 昌彦
白井電子科技(香港)有限公司 董事

ＰＤＳ・ソリューション担当
ＰＤＳ・ソリューション担当 2025年６月１日

石角 哲也

営業担当

白井電子商貿(深セン)有限公司 董事長

白井電子商貿(上海)有限公司 董事長

営業担当

白井電子商貿(深セン)有限公司 董事長

白井電子商貿(上海)有限公司 董事長

Shirai Electronics Trading (Thailand)

Co., Ltd. 代表

2025年６月１日
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2. 取締役(監査等委員) 和氣大輔氏、清水久美子氏は会社法第２条第15号に定める社外取締役でありま
す。なお、和氣大輔氏、清水久美子氏は東京証券取引所の定めに基づく独立役員として、同取引所に
届け出ております。

3. 取締役(監査等委員) 和氣大輔氏は、公認会計士及び税理士の資格を有しております。
4. 監査の実効性を高めるため、平野和志氏を常勤の監査等委員に選定しております。

(2) 責任限定契約の内容の概要

当社は取締役(監査等委員)３名との間で、会社法第427条第１項の規定に基づき、同法
第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。
当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令が規定する額としております。

(3) 役員等賠償責任保険契約に関する事項

当社は当社および当社子会社の取締役、取締役(監査等委員)、および執行役員を被保険
者とした、会社法第430条の３に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締
結しています。当該契約の内容の概要は、以下のとおりです。
・会社訴訟、第三者訴訟、株主代表訴訟等により、被保険者が負担することとなった争訟
費用及び損害賠償金等を填補の対象としております。

・被保険者の職務の執行の適正性が損なわれないようにするための措置として、被保険者
による犯罪行為等に起因する損害等については、填補の対象外としています。

・当該契約の保険料は全額当社が負担しています。

(4) 当事業年度に係る取締役の報酬等

① 役員の個人別の報酬等の内容に係る決定方針に関する事項

イ．基本方針
当社グループの経営において、中長期的に企業価値を向上させることを重要な目的と

しながら、単年度の業績の向上についてもインセンティブを与えるものとする。そのた
め、各取締役の報酬等の決定は、各取締役の職責を勘案した適正な水準とすることを基
本方針とする。
業務執行取締役の報酬としては金銭報酬（月例の基本報酬（固定報酬）及び業績連動

報酬）と非金銭報酬を、非業務執行取締役（監査等委員である取締役を含む。）の報酬
としては月例の基本報酬（固定報酬）を、それぞれ支払うこととする。
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ロ．役員の個人別の報酬等の額の決定に関する方針（報酬等を与える時期又は条件の決定に
関する方針を含む。）
a．基本報酬(固定報酬)

当社の取締役の基本報酬は月例の固定報酬とし、同業他社や同規模企業の支給水
準や従業員の給与水準等を総合的に勘案して決定するものとする。

b．業績連動報酬
当社の業務執行取締役の業績連動報酬は、中期経営計画達成のための重要な構成

要素であり、事業年度ごとの業績向上に対する意識を高めるために連結営業利益を
指標としており、以下の算式により算出する。また、原則として定時株主総会終結
後１ヶ月以内に支給する。

・連結営業利益 × １％ × 役位に基づく係数
なお、かかる業績指標については、中期経営計画の内容及び当社の各事業年度にお
ける事業の状況等を総合的に勘案し、指名報酬委員会に対する諮問及び答申を経
て、取締役会の決議により変更することができるものとする。

c．非金銭報酬
非金銭報酬は、株式報酬として譲渡制限付株式を、原則として定時株主総会終結

後１ヶ月以内に役職に応じて付与する。中長期的な企業経営を実践するインセンテ
ィブを付与するために、譲渡制限期間は当社の取締役会が定める取締役としての地
位を退任又は退職した時点までとする。

② 役員の報酬等についての株主総会の決議に関する事項

当社の役員の報酬等に関しましては、2021年６月25日開催の定時株主総会において、
取締役(監査等委員)の報酬限度額は年額36百万円以内と決議されております。なお、当
該株主総会終結時点の取締役（監査等委員を除く）の員数は７名、取締役（監査等委
員）の員数は３名です。
2022年６月28日開催の定時株主総会において、取締役(監査等委員を除く)を対象とし

た譲渡制限付株式の付与のために支給する金銭債権報酬の限度額は年額100百万円以内、
普通株式の年間付与総数250,000株以内と決議されております。当該株主総会終結時点
の取締役（監査等委員を除く）の員数は６名です。
2024年６月20日開催の定時株主総会において、取締役（監査等委員である取締役を除

く。）の金銭報酬総額を年額480百万円以内（うち社外取締役分は年額50百万円以内）と
し、かかる年額の範囲内において、業務執行取締役に対しては固定報酬及び業績連動報
酬を、非業務執行取締役に対しては固定報酬のみを、それぞれ支給すると決議されてお
ります。なお、業務執行取締役の報酬額には、使用人兼務取締役の使用人給与は含まな
いものといたします。当該株主総会終結時点の取締役（監査等委員を除く）の員数は６
名です。
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③ 取締役の個人別の報酬等の内容の決定に係る委任に関する事項

取締役（監査等委員である取締役を除く。）の金銭報酬の個人別報酬額については、
取締役会決議に基づき代表取締役社長 五藤学がその具体的内容について委任を受ける
ものとし、その権限の内容は、各取締役（監査等委員である取締役を除く。）の基本報
酬及び業績連動報酬の金額の決定とする。取締役の個人別の報酬等の内容の決定を代表
取締役社長に一任した理由としては、当社を取り巻く環境、経営状況等を最も熟知し、
総合的に役員の報酬額を決定できる立場であると判断したためであります。
取締役会は、当該権限が代表取締役によって適切に行使されるよう、代表取締役社長

が作成した原案を指名報酬委員会に諮問して答申を得るものとし、代表取締役社長は、
当該答申の内容を尊重し決定しなければならない。
取締役（監査等委員である取締役を除く。）の非金銭報酬（譲渡制限付株式）の具体

的な支給時期及び配分については、指名報酬委員会に対する諮問及び答申を経て、取締
役会において決定する。
監査等委員である取締役の報酬は、業務執行取締役の職務執行を監査・監督する立場

を考慮して、個人別報酬額については、監査等委員である取締役の協議によって定め
る。

④ 取締役別の報酬等の額に対する割合の決定に関する方針
取締役の種類別の報酬の割合は、金銭報酬については「固定報酬３：業績連動報酬

１」程度を目安とし、監査等委員である取締役及び指名報酬委員会の意見も聴取し、当
該意見を尊重した上で決定するものとする。また、非金銭報酬の割合については、一定
の目安を定めるかどうかを含め、監査等委員である取締役及び指名報酬委員会の意見も
聴取し、当該意見を尊重した上で決定するものとする。

⑤ 取締役の報酬等の総額等

役員区分
報酬等の総額
(百万円)

報酬等の種類別の総額
(百万円) 対象となる

役員の員数
(名)基本報酬 業績連動報酬 非金銭報酬

取締役(監査等委員を除く)
(うち社外取締役)

111
(-)

64
(-)

24
(-)

23
(-)

６
(-)

取締役 (監査等委員)
(うち社外取締役)

15
(７)

15
(７)

-
(-)

-
(-)

３
(２)

（注）1.上記、業績連動報酬額は当事業年度の損益計算書に計上している、当事業年度末にお
ける合理的な見積り金額を記載しております。
また、業績指標としている連結営業利益の実績は「連結損益計算書」に記載のとおり
です。

― 14 ―



(5) 社外役員に関する事項

① 他の法人等の重要な兼職の状況及び当社と当該他の法人等との関係

取締役（監査等委員）和氣大輔氏は、和氣公認会計士事務所所長、ＴＯＷＡ株式会社
の社外取締役（監査等委員）及び株式会社ＩＡＣＥトラベルの社外監査役であります。
取締役（監査等委員）清水久美子氏は、弁護士法人清水法律事務所の代表弁護士であ

ります。
当社と、和氣氏及び清水氏の兼職先との間には特別の関係はありません。

② 会社又は会社の特定関係事業者の業務執行者又は業務執行者でない役員との親族関係

該当事項はありません。

③ 当事業年度における主な活動状況

区分 氏名
取締役会
出席状況

監査等委員会
出席状況

主な活動状況

取締役
(監査等委員)

和氣 大輔 17回/17回 14回/14回
公認会計士及び税理士としての豊富な経験と
幅広い見識を活かし適宜発言を行っておりま
す。

取締役
(監査等委員)

清水 久美子 17回/17回 14回/14回
法律事務所の代表弁護士としての豊富な見
識・経験に基づいて、法律的な視点から適宜
発言を行っております。

④ 社外取締役が果たすことが期待される役割に関して行った職務の概要

当事業年度に開催した取締役会に出席し、営業活動、財務活動にわたって意見を述べ
るとともに、取締役会の意思決定の妥当性、適正性を確保するための発言を行っており
ます。
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5. 会計監査人の状況
(1) 会計監査人の名称 PwC Japan有限責任監査法人

(2) 会計監査人の報酬等の額

支 払 額

当事業年度に係る報酬等の額 25百万円

当社及び子会社が支払うべき金銭その他の財産上の利益の合計額 25百万円

（注) 1. 監査等委員会は、取締役（監査等委員を除く）、社内関係部署及び会計監査人より必要な資料を入手

し報告を受けた上で、前事業年度の監査実績の分析・評価、監査計画における監査時間・配員計画、

会計監査人の職務執行状況、報酬見積の相当性等を確認し検討した結果、会計監査人の報酬額につき

会社法第399条第１項の同意を行っております。

2. 当社と会計監査人との間の監査契約において、会社法に基づく監査と金融商品取引法に基づく監査の

監査報酬の額を区分しておらず、実質的にも区分できないため、上記の金額にはこれらの合計額を記

載しております。

3. 当社の重要な子会社のうち、白井電子科技(香港)有限公司及び白井電子科技(珠海)有限公司は、当社

の会計監査人以外の監査法人（外国におけるこれらの資格に相当する資格を有する者を含む。）の監

査を受けております。

(3) 非監査業務の内容

該当事項はありません。

(4) 会計監査人の解任又は不再任の決定の方針

監査等委員会は、会計監査人が会社法第340条第１項各号のいずれかに該当し、解任が相
当と認められる場合は、監査等委員全員の同意により会計監査人を解任いたします。また、
会計監査人の適格性、独立性を害する事由等の発生により、適正な監査の遂行が困難であ
ると認められる場合、または監査の適正性をより高めるために会計監査人の変更が妥当で
あると判断される場合には、会計監査人の選任および解任ならびに不再任に関する株主総
会議案の内容を決定いたします。
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6. 業務の適正を確保するための体制及び当該体制の運用状況
(1) 業務の適正を確保するための体制についての決定内容の概要

取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制、その他会社の

体制の適正を確保するための体制についての決定内容の概要は、以下のとおりであります。

① 当社の取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体

制

当社はコーポレートガバナンスの基本方針として、次の４つの項目を掲げています。

イ 企業理念の浸透に対する経営者のリーダーシップの発揮

ロ 経営におけるチェックアンドバランス機能の確立

ハ 高い倫理観に基づくコンプライアンス体制の構築

ニ ステークホルダーへの積極的な情報開示とコミュニケーションの充実

取締役会は職務の執行が適正かつ健全に行われるために、上記コーポレートガバナンス

の基本方針をベースとして、実効性のある内部統制システムの構築と法令・定款遵守の

体制確立に努めます。また、監査等委員会や内部監査室による監査活動を通じて、当該

体制の継続的改善を図ります。

取締役会の諮問機関として委員の過半数を独立社外取締役で構成する指名報酬委員会を

設置し、取締役の指名および報酬の決定に係る手続きの透明性と客観性を高めることで、

コーポレートガバナンスの体制を強化しております。

② 当社の取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制

取締役の意思決定又は取締役に対する報告に関しては、取締役会や経営会議の議事録、

稟議決裁書等を作成し、「文書管理規程」の定めるところに従い、適切に保管かつ管理す

る。

③ 当社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制

当社のグループリスクマネジメント規程、業務分掌規程や職務権限規程、その他の社内

規程に従い、各取締役が担当の分掌範囲について責任を持ってリスク管理体制を構築す

る。リスク管理の観点から重要事項については取締役会の決議により規程の制定、改廃

を行う。

多様な人材を委員とするリスク管理委員会を組成し、リスク評価・対応方針の決定、モ

ニタリングを行い、リスクレベルの高いものは取締役会に報告する体制を構築する。
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④ 当社の取締役の職務の執行が効率的に行われていることを確保するための体制

定例の取締役会を毎月１回、その他必要に応じて適時開催し、重要事項の決定並びに取

締役の業務執行状況の監督等を行う。経営効率を向上させるため、取締役が出席する経

営会議を毎月１回開催し、業務執行に必要な情報の共有や意思決定を行う。また取締役

の業務執行の権限と責任を一部執行役員に委譲することで、機動的かつ効率的な業務執

行が可能な体制とする。

⑤ 当社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制

イ 子会社の取締役等の職務の執行に係る事項の当社への報告に関する体制

子会社と当社との情報管理体制を整備する。

ロ 子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制

リスク管理体制を整備し、定期的に取締役会・経営会議等で子会社の職務状況を監視

する。

ハ 子会社の取締役等の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

定期的に取締役会・経営会議等で職務執行状況を監視する。また必要に応じて当社の

主管部門が適切な指導を行う。

ニ 子会社の取締役等及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保する

ための体制

コンプライアンス体制・内部通報制度を整備する。また、監査等委員会や内部監査室

による監査活動を通じて、当該体制の継続的改善を図る。

⑥ 監査等委員会がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人

に関する事項及び当該使用人の取締役からの独立性に関する事項

監査等委員会がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合、取締役会は監査

等委員会と協議の上、補助者を選任し、その補助者は監査等委員会の指示がある場合は

その指示に従う。取締役からの独立性を確保するため、当該補助者の人事異動及び人事

考課を行う場合は、予め監査等委員会に相談し意見を求める。

⑦ 当社の監査等委員会の前号の使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項

当該使用人に対する指揮命令は監査等委員が行う。また、必要に応じて当該使用人が取

締役会、経営会議その他の重要な会議に出席することができるものとする。
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⑧ 当社の監査等委員会への報告に関する体制

イ 当社の取締役及び使用人が監査等委員会に報告するための体制

監査等委員は、取締役会のほか、経営会議その他の重要な会議に出席し、取締役から

その職務の執行状況を聴取し、関係資料を閲覧する。

ロ 子会社の取締役、監査役、業務を執行する社員及び使用人又はこれらの者から報告を

受けた者が当社の監査等委員会に報告するための体制

監査等委員会を通報窓口として直接報告できる内部通報制度を整備する。

⑨ 前号の報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確

保するための体制

当社の内部通報処理に関する規定を基本とした内部通報制度において、内部通報者に対

し不利益な取扱いを行わないことを取り決め遵守する。

⑩ 当社の監査等委員の職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事

項

監査等委員の職務の執行に係る費用や債務は、当社予算制度の中で一定の独立性を担保

する体制を構築する。

⑪ その他当社の監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保する体制

イ 取締役及び使用人は監査等委員会が実施する監査に対する理解を深め、またその環境

の整備に努める。

ロ 監査等委員会と内部監査室との定期的な協議の機会を設け連携を図り、適切な意思疎

通及び効果的な監査業務の遂行を図る。

⑫ 財務報告の信頼性を確保するための体制

イ 取締役はシライ電子工業グループにおける企業活動について財務報告に関わるリスク

を認識し、その分類・分析・評価を行い、有効な統制活動を構築し、推進する。

ロ 取締役は内部統制の構築及び評価を実施する組織を編成し、委員を指名する。

ハ 取締役は統制活動の有効性を評価し、その結果を適切に開示する。また、財務報告に

関わる重要な不備を把握した場合、その是正に努めるとともに、適切に開示する。

ニ 取締役会は、財務報告に係る内部統制に関して、取締役を適切に監督する。

⑬ 反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその体制

当社グループは行動規範を定め、社会秩序や安全、また健全な企業活動に脅威を与える

反社会的勢力並びに団体に対しては毅然とした態度で臨み、そのような勢力並びに団体

とは一切の関わりを持たないことを基本方針とする。
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(2) 業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要

業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要は以下のとおりであります。

① 当社の取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体

制

コンプライアンス体制の維持・発展のためコンプライアンス委員会、リスク管理委員会

等の会議体で定期的に検討しており、法令及び社内ルールの遵守状況の把握、コンプラ

イアンス違反に係る対応及び再発防止策の検討、コンプライアンスを大切にする風土づ

くりなどの審議を行いました。またその内容は必要に応じて取締役会に報告され、取締

役会はその審議を通じて各取締役の職務状況が法令及び定款に適合しているかを監督し

ております。

また内部通報制度の運用により、通常では露見しがたい情報の取得に努めて、通報があ

った場合は速やかに対応しております。

② 当社の取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制

取締役会議事録及び関係書類、経営会議議事録等、取締役及び使用人の職務の執行に係

る情報は、関係法令及び社内規程に基づき適切に保存、保管しております。

③ 当社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制

グループリスクマネジメント規程に基づき期初にリスク評価を行い経営計画に反映させ、

リスクコントロールを設定して、月次にて経営会議、取締役会等の重要会議でその実効

性をモニタリングしております。また、経営環境の変化により突発的に発生する損失・

危険のリスクについても、経営会議、取締役会、リスク管理委員会等で対応を速やかに

審議し、必要な措置を講じております。

④ 当社の取締役の職務の執行が効率的に行われていることを確保するための体制

当社は月次で経営会議、取締役会を開催し、取締役や執行役員、使用人が効率的かつ効

果的に職務執行を行っているか、管理指標のモニタリング及び取締役や執行役員、使用

人に対しヒアリングするとともに、問題がある場合はその対応を速やかに審議し、意思

決定することで解決を図っております。また、監査等委員会及び内部監査室が取締役の

職務執行の状況をモニタリングして取締役会に報告し、問題については是正の勧告を行

っております。
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⑤ 当社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制

当社とグループ会社との情報管理体制をグループ経営管理規程に定め、当社に報告すべ

き重要な事項とその報告ルートを明確に定めて情報伝達漏れを防止しております。

当社取締役、執行役員が重要な子会社の役員を兼務しており、当社取締役会で子会社の

業務の状況をモニタリングしております。さらに、定期的に経営会議に子会社の責任者

を参加させ、業務・職務執行の状況をヒアリングし、問題があれば審議し対応を意思決

定しております。また、監査等委員会及び内部監査室が子会社の業務執行状況をモニタ

リングして当社社長及び当社取締役会に報告し、問題があれば是正の勧告を行っており

ます。

内部通報制度を子会社にも適用し、通報があった場合は子会社の受付窓口から当社社長、

監査等委員会まで報告が上がるルートを確保しております。

⑥ 当社の監査等委員会がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該

使用人に関する事項及び当該使用人の取締役からの独立性に関する事項

取締役会が監査等委員会が行う監査に協力できる体制を整備し、取締役会規則で明確に

しており、また監査等委員会の監査業務を補助する使用人の人事異動及び人事考課を行

う場合は、あらかじめ監査等委員会に相談し意見を求めるルールを、取締役会規則に定

めておりますが、当事業年度において当該事象は発生しておりません。

⑦ 当社の監査等委員会の前号の使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項

当該使用人に対する指揮命令は監査等委員が行うこととしており、また必要に応じて当

該使用人が取締役会、経営会議その他の重要な会議に出席することができる体制として

おりますが、当事業年度において当該事象は発生しておりません。

⑧ 当社の監査等委員会への報告に関する体制

監査等委員は、当社の取締役会に参加して情報収集するほか、国内外の子会社を含むグ

ループ各社の経営会議等の重要な会議に参加している内部監査室室長と月に一度以上面

談を図ることで連携し、情報を共有しております。さらに、内部通報制度において、当

社社長とともに最終受領者として内部通報を洩れなく受領できる立場を確保しており、

コンプライアンス委員会の情報も内部監査室室長から毎月報告を受ける等、幅広く情報

のチャネルを確保しております。
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⑨ 前号の報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確

保するための体制

監査等委員会の監査業務に係る使用人の人事異動及び人事考課を行う場合はあらかじめ

監査等委員会に相談し、意見を求めるルールを取締役会規則に定めておりますが、当事

業年度において当該事象は発生しておりません。

また、内部通報を行った者に対する保護については内部通報処理に関する規程にて明確

に定めており、違反した者には就業規則違反として罰則を定めておりますが、当事業年

度において当該事象は発生しておりません。

⑩ 当社の監査等委員の職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する

事項

取締役会規則において取締役会が監査等委員会が実施する監査に協力できる体制を確保

しております。当事業年度において監査等委員の職務の執行に生ずる費用や債務処理が

滞った事象はありません。

⑪ その他当社の監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保する体制

取締役会が監査等委員会の監査に協力できる環境を整える責務があることを取締役会規

則に定めており、各取締役の協力のもと当事業年度の監査等委員会の監査は予定通り遅

滞なく完了しております。

⑫ 財務報告の信頼性を確保するための体制

財務報告に係る内部統制を整備、運用する体制を構築しており、当事業年度において財

務報告に係る内部統制は適切に整備・運用されていることを内部監査にて確認しており

ます。

⑬ 反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその体制

当社は行動規範にて反社会的勢力に対して毅然とした態度で臨むことを明確にしており、

その浸透を図っております。当事業年度において反社会的勢力との関係は認められませ

ん。

(3) 株式会社の支配に関する基本方針

当社では、会社の財務及び事業の方針の決定を支配する者のあり方に関する基本方針につ

いては、特に定めておりません。
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7. 剰余金の配当等の決定に関する方針
当社は「事業の成長」と「株主還元」を中長期的な視点で考慮し、安定的かつ継続的に株

主還元を行うことを基本方針としております。

当社の経営理念に共感をいただき、当社の事業を応援していただくとともに、中長期で当

社株式を保有していただける「シライファン」の株主を増やし、中長期的に当社事業の成長

過程と企業価値の向上を株主の皆様と共有していきたいと考えております。そのため、各年

度の１株当たり配当金額の決定に際しては、短期的な利益変動でなく、中長期的な企業価値

向上と株主の皆様の利益を重視しております。

上記方針のもと、当年度の年間配当金は前年度より４円増配の30円とさせていただきま

す。

なお、当社は取締役会の決議により剰余金の配当等を決定できる旨を定款に定めておりま

す。
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連結貸借対照表

(2025年３月31日現在)

(単位：百万円)

科 目 金 額 科 目 金 額

(資 産 の 部) (負 債 の 部)

流 動 資 産 10,439 流 動 負 債 7,739

現 金 及 び 預 金 907 支払手形及び買掛金 2,823

受取手形及び売掛金 4,536 電 子 記 録 債 務 780

電 子 記 録 債 権 1,505 短 期 借 入 金 987

製 品 1,795 １年内返済予定の長期借入金 799

仕 掛 品 857 リ ー ス 債 務 56

原 材 料 及 び 貯 蔵 品 490 未 払 法 人 税 等 219

そ の 他 346 賞 与 引 当 金 648

固 定 資 産 9,015 製 品 保 証 引 当 金 3
有形固定資産 7,874 そ の 他 1,419
建 物 及 び 構 築 物 3,833 固 定 負 債 1,660

機械装置及び運搬具 2,204 長 期 借 入 金 1,029

土 地 1,288 リ ー ス 債 務 18

リ ー ス 資 産 71 退職給付に係る負債 363

建 設 仮 勘 定 334 資 産 除 去 債 務 152

そ の 他 141 そ の 他 97

無形固定資産 170 負 債 合 計 9,399

そ の 他 170 (純 資 産 の 部)

投資その他の資産 970 株 主 資 本 9,833

投 資 有 価 証 券 634 資 本 金 366

繰 延 税 金 資 産 281 資 本 剰 余 金 3,097

そ の 他 62 利 益 剰 余 金 6,384

貸 倒 引 当 金 △8 自 己 株 式 △14

その他の包括利益累計額 94

その他有価証券評価差額金 1

為 替 換 算 調 整 勘 定 35

退職給付に係る調整累計額 57

非 支 配 株 主 持 分 126

純 資 産 合 計 10,054

資 産 合 計 19,454 負 債 純 資 産 合 計 19,454
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連結損益計算書

(2024年４月１日から
2025年３月31日まで)

(単位：百万円)

科 目 金 額

売 上 高 29,337

売 上 原 価 23,394

売 上 総 利 益 5,942

販売費及び一般管理費 3,366

営 業 利 益 2,576

営 業 外 収 益

受 取 利 息 4

為 替 差 益 226

補 助 金 収 入 8

そ の 他 19 258

営 業 外 費 用

支 払 利 息 135

持 分 法 に よ る 投 資 損 失 97

そ の 他 7 240

経 常 利 益 2,594

特 別 利 益

固 定 資 産 売 却 益 7 7

特 別 損 失

固 定 資 産 除 却 損 36

製 品 保 証 引 当 金 繰 入 額 18 54

税 金 等 調 整 前 当 期 純 利 益 2,547

法 人 税、 住 民 税 及 び 事 業 税 514

法 人 税 等 調 整 額 △66 448

当 期 純 利 益 2,098

非 支 配 株 主 に 帰 属 す る 当 期 純 利 益 23

親 会 社 株 主 に 帰 属 す る 当 期 純 利 益 2,075
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連結株主資本等変動計算書

(2024年４月１日から
2025年３月31日まで)

（単位：百万円）

株 主 資 本

資 本 金 資本剰余金 利益剰余金 自 己 株 式 株主資本合計

当 期 首 残 高 366 3,090 4,700 △26 8,130

当 期 変 動 額

剰 余 金 の 配 当 △391 △391

親会社株主に帰属する当期純利益 2,075 2,075

自 己 株 式 の 取 得 △6 △6

自 己 株 式 の 処 分 6 19 25

株 主 資 本 以 外 の 項 目 の
当 期 変 動 額 （純 額）

当 期 変 動 額 合 計 ― 6 1,683 12 1,703

当 期 末 残 高 366 3,097 6,384 △14 9,833

（単位：百万円）

その他の包括利益累計額
非 支 配
株主持分

新 株
予 約 権

純 資 産
合 計その他有価証券

評価差額金
為替換算
調整勘定

退職給付に係る
調整累計額

その他の包括利益
累計額合計

当 期 首 残 高 11 △331 25 △294 91 2 7,930

当 期 変 動 額

剰 余 金 の 配 当 △391

親会社株主に帰属する当期純利益 2,075

自 己 株 式 の 取 得 △6

自 己 株 式 の 処 分 25

株 主 資 本 以 外 の 項 目 の
当 期 変 動 額 （純 額）

△10 366 32 388 35 △2 421

当 期 変 動 額 合 計 △10 366 32 388 35 △2 2,124

当 期 末 残 高 1 35 57 94 126 ― 10,054
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連結注記表

連結計算書類の作成のための基本となる重要な事項に関する注記等

1. 連結の範囲に関する事項

(1) 連結子会社の数 ８社

白井電子科技(香港)有限公司

白井電子科技(珠海)有限公司

白井電子商貿(上海)有限公司

白井電子商貿(深セン)有限公司

Shirai Electronics Trading(Thailand) Co.,Ltd.

Shirai Electronics Trading Mexico S.A. de C.V.

シライ物流サービス株式会社

オーミハイテク株式会社

なお、Shirai Electronics Trading Mexico S.A. de C.V.は、清算手続き中であります。

(2) 非連結子会社の数

該当事項はありません。

なお、株式会社クラテクについては、2024年５月21日付で株式の譲渡をしたことにより、非連結子会社か

ら除外しております。

2. 持分法の適用に関する事項

(1) 持分法を適用した関連会社の数 １社

科惠白井電路有限公司

(2) 持分法を適用していない非連結子会社の数

該当事項はありません。

(3) 持分法の適用の手続きについて特に記載すべき事項

決算日が連結決算日と異なるため、事業年度に係る財務諸表を使用しております。

3. 連結子会社の事業年度等に関する事項

連結子会社のうち、白井電子科技(香港)有限公司、白井電子科技(珠海)有限公司、白井電子商貿(上海)有

限公司、白井電子商貿(深セン)有限公司、Shirai Electronics Trading(Thailand) Co.,Ltd.及びShirai

Electronics Trading Mexico S.A. de C.V.の決算日は、12月31日であります。連結計算書類の作成にあ

たっては、同決算日現在の財務諸表を使用し、連結決算日との間に生じた重要な取引については、連結上

必要な調整を行っております。
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4. 会計方針に関する事項

(1) 重要な資産の評価基準及び評価方法

① 有価証券

その他有価証券

(イ)市場価格のない株式等以外のもの

決算日の市場価格等に基づく時価法

(評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定）

(ロ)市場価格のない株式等

総平均法による原価法

② デリバティブ

時価法

③ 棚卸資産

通常の販売目的で保有する棚卸資産

主として総平均法による原価法(収益性の低下による簿価切下げの方法）

(2) 重要な減価償却資産の減価償却の方法

① 有形固定資産（リース資産を除く）

(イ)2007年３月31日以前に取得したもの

当社は旧定額法によっております。なお、連結子会社は定額法によっております。

(ロ)2007年４月１日以降に取得したもの

当社及び連結子会社は定額法によっております。

なお、主な耐用年数は次のとおりであります。

建物及び構築物 ７年～45年

機械装置及び運搬具 ２年～10年

また、2007年３月31日以前に取得したものについては、償却可能限度額まで償却が終了した翌年から５年

間で均等償却する方法によっております。

② 無形固定資産(リース資産を除く)

定額法

ただし、ソフトウエア（自社利用分）については、社内における利用可能期間（５年）に基づく定額法

③ リース資産

(イ)所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっております。

(ロ)所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっております。
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(3) 重要な引当金の計上基準

① 貸倒引当金

(イ)当社及び国内連結子会社

債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定

の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。

(ロ)在外連結子会社

主として特定の債権について回収不能見込額を計上しております。

② 賞与引当金

従業員に対して支給する賞与及び、役員に対して支給する業績連動報酬の支出に備えるため、当連結会

計年度に負担すべき支給見込額を計上しております。

③ 製品保証引当金

顧客に納品した一部製品の保証費用に備えるため、今後発生する費用見込額を個別に見積り計上してお

ります。

(4) 退職給付に係る会計処理の方法

① 退職給付見込額の期間帰属方法

退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当連結会計年度末までの期間に帰属させる方法につい

ては、給付算定式基準によっております。

② 数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法

過去勤務費用は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(９年)による定額法により

費用処理しております。

数理計算上の差異は、各連結会計年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(９

年)による定額法により按分した額をそれぞれ発生の翌連結会計年度から費用処理することとしておりま

す。

(5) 重要な収益及び費用の計上基準

当社及び連結子会社は、「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号 2020年３月31日）及び「収

益認識に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第30号 2021年３月26日）を適用しており、

約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込

まれる金額で収益を認識しております。

主要な事業における主な履行義務の内容及び収益を認識する通常の時点については、「収益認識に関する

注記」に記載のとおりです。
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(6) その他連結計算書類の作成のための基本となる重要な事項

① 重要な外貨建の資産又は負債の本邦通貨への換算の基準

外貨建金銭債権債務は、連結決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理し

ております。

なお、在外連結子会社の資産及び負債並びに収益及び費用は、在外連結子会社の決算日の直物為替相場

により円貨に換算しております。

② 重要なヘッジ会計の方法

(イ) ヘッジ会計の方法

繰延ヘッジ処理を採用しております。また、為替変動リスクのヘッジについて振当処理の要件を満

たしている場合には振当処理を採用しております。

(ロ) ヘッジ手段とヘッジ対象

ヘッジ手段・・・為替予約

ヘッジ対象・・・外貨建金銭債務

(ハ) ヘッジ方針

内部規程に基づき、外貨建取引の為替相場変動リスクを回避する目的で為替予約を利用しておりま

す。

(ニ) ヘッジ有効性評価の方法

ヘッジ対象の相場変動又はキャッシュ・フロー変動の累計とヘッジ手段の相場変動又はキャッシ

ュ・フロー変動の累計を半期毎に比較し、両者の変動額を基礎にして有効性を評価しております。

なお、振当処理によっている為替予約については、有効性の評価を省略しております。

③ 記載金額は百万円未満切捨てにより表示しております。
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会計上の見積りに関する注記
(繰延税金資産の回収可能性)

1. 当連結会計年度の連結計算書類に計上した金額

当連結会計年度末において、連結貸借対照表に計上されている繰延税金資産281百万円のうち、当社（単体）

では266百万円の繰延税金資産を計上しております。

2. 識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報

当社は、「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第26号）第15項に基づき、同

適用指針第16項から第32項の各要件に従い企業分類を行い、当該企業分類に基づき、分類３に該当するとし

て、将来の合理的な見積可能期間以内の一時差異等加減算前課税所得の見積額の範囲内で将来減算一時差異に

ついて、繰延税金資産を計上しております。

将来の合理的な見積可能期間以内の一時差異等加減算前課税所得の見積額は、各事業部が過去の実績及び受注

残高等に基づき決定した事業計画を基に決定しております。プリント配線板事業の配線板売上高を構成する出

荷平米数及び平米単価と、同事業の配線板売上高の変動原価は、事業計画全体における売上総利益の重要な部

分を占めているため、主要な仮定としております。

主要な仮定に重要な影響を及ぼす要因が発生した場合、回収可能性の見直しによって、繰延税金資産の金額を

修正するため、翌連結会計年度の以降の親会社株主に帰属する当期純損益が変動する可能性があります。

連結貸借対照表に関する注記

1. 担保に供している資産及び担保に係る債務

担保に供している資産及びこれに対する債務は次のとおりであります。

(担保に供している資産)

建物及び構築物 2,034百万円

土地 1,192百万円

無形固定資産その他 132百万円

計 3,359百万円

(上記に対する債務)

短期借入金 545百万円

１年内返済予定の長期借入金 333百万円

長期借入金 823百万円

計 1,701百万円

2. 有形固定資産に係る減価償却累計額

減価償却累計額 17,495百万円

― 31 ―



3. 財務制限条項

当社は、三上事業所の建屋建設に伴う投資資金を安定的に調達するため、取引銀行４行とタームローン契約を

締結しており、１年内返済予定の長期借入金のうち116百万円及び長期借入金のうち526百万円には、下記の財

務制限条項が付されております。

① 各年度の決算期（ただし、2020年３月期の決算期は除く。）の末日における連結の貸借対照表における

純資産の部の金額を前年同期比75％以上に維持する。

② 各年度の決算期における連結の損益計算書に示される当期経常損益から営業外収益及び営業外費用に計

上される為替差損益を控除した金額が３期連続して損失とならないようにする。ただし、2022年３月期

以降は２期連続して損失とならないようにする。

連結株主資本等変動計算書に関する注記

1. 当連結会計年度末における発行済株式の総数 普通株式 15,116千株

2. 配当に関する事項

(1) 配当金支払額

決議 株式の種類 配当金の総額
１株当たり
配当額

基準日 効力発生日

2024年５月14日
取締役会

普通株式 391百万円 26円 2024年３月31日 2024年６月21日

(2) 基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの

決議 株式の種類 配当の原資 配当金の総額
１株当たり
配当額

基準日 効力発生日

2025年５月14日
取締役会

普通株式 利益剰余金 452百万円 30円 2025年３月31日 2025年６月25日
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金融商品に関する注記

1. 金融商品の状況に関する事項

(1) 金融商品に対する取組方針

当社グループは、主にプリント配線板の製造販売事業を行うための設備投資計画や販売計画に照らし、必

要な資金（主に長期性の銀行借入）を調達しております。一時的な余資は安全性の高い金融資産で運用

し、また、短期的な運転資金を１年以内返済の銀行借入によって調達しております。デリバティブ取引

は、為替相場の変動リスクを軽減すべく為替予約取引を利用しておりますが、その他の投機的な取引は行

わない方針であります。

(2) 金融商品の内容及びそのリスク

営業債権である受取手形及び売掛金並びに電子記録債権は、顧客の信用リスクに晒されております。ま

た、グローバルに事業を展開していることから生じている外貨建ての営業債権は、為替の変動リスクに晒

されておりますが、原則として外貨建ての営業債務の支払に充当し、為替変動リスクの低減を図っており

ます。投資有価証券は、主に取引先企業の安定株主施策に応じ所有する株式であり、市場の価格変動リス

クに晒されております。また、関係会社に対しては、必要に応じ短期及び長期の貸付を行っております。

営業債務である支払手形及び買掛金は、６ケ月以内の支払期日であります。また、その一部には、原料等

の輸入に伴う外貨建てのものがあり、為替の変動リスクに晒されております。借入金は運転資金として必

要な資金調達を目的にしており、最長で６年であります。その一部は変動金利であるため金利の変動リス

クに晒されております。

(3) 金融商品に係るリスク管理体制

① 信用リスク（取引先の契約不履行等に係るリスク）の管理

当社は、与信管理規程をはじめ各規程に従い、営業債権についてＣＳ部が全取引先の状況を定期的にモニ

タリングし、財務状況等の悪化等による回収懸念の早期把握や軽減を図っております。また、経営管理部

は取引相手先ごとに期日及び債権残高の管理を行うとともに、各営業部が取引先と与信額を超過した取引

となっている場合、その解決策を聴取することとしております。

連結子会社についても、当社の与信管理規程に準じて同様の管理を行っております。当期の連結決算日現

在における最大信用リスク額は、信用リスクに晒される金融資産の貸借対照表価額により表されておりま

す。

② 市場リスク（金利等の変動リスク）の管理

当社および連結子会社は、投資有価証券については、定期的に時価や発行体（取引企業）の財務状況を把

握し、取引先企業との関係を勘案して保有状況を継続的に見直しております。また、外貨建取引の為替相

場変動リスクを回避する目的で為替予約を行っております。

③ 資金調達に係る流動性リスク（支払期日に支払を実行できなくなるリスク）の管理

当社グループ各社は、各部署からの報告に基づき経営管理部が適時に資金繰計画を作成・更新することな

どにより、流動性リスクを管理しております。
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2. 金融商品の時価等に関する事項

2025年３月31日における連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりでありま

す。なお、市場価格のない株式等は、次表には含めておりません。また「現金及び預金」「受取手形及び

売掛金」「電子記録債権」「支払手形及び買掛金」「電子記録債務」「短期借入金」については、短期間で決

済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。

（単位：百万円）

連結貸借対照表
計上額

時価 差額

投資有価証券 25 25 ―

資産計 25 25 ―

長期借入金（１年内返済予定含む） 1,829 1,829 △0

負債計 1,829 1,829 △0

（注）市場価格のない株式等

市場価格のない株式等は「投資有価証券」には含まれておりません。当該金融商品の連結貸借対照表

計上額は以下のとおりであります。

区分 連結貸借対照表計上額

非上場株式 608百万円

3. 金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項

金融商品の時価を、時価の算定に用いたインプットの観察可能性および重要性に応じて、以下の３つのレ

ベルに分類しております。

レベル１の時価：同一の資産または負債の活発な市場における(無調整の)相場価格により算定した時価

レベル２の時価：レベル１のインプット以外の直接または間接的に観察可能なインプットを使用して算

定した時価

レベル３の時価：重要な観察できないインプットを使用して算定した時価

時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそれぞ

れ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しております。
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(1) 時価をもって連結貸借対照表計上額とする金融資産および金融負債

対象となる投資有価証券の連結貸借対照表計上額及び時価に重要性が乏しいため、記載を省略しており

ます。

(2) 時価をもって連結貸借対照表計上額としない金融資産及び金融負債

（単位：百万円）

時価

レベル１ レベル２ レベル３ 合計

長期借入金
（１年内返済予定含む）

- 1,829 - 1,829

合計 - 1,829 - 1,829

（注）時価の算定に用いた評価技法及びインプットの説明

長期借入金

変動金利によるものは、短期間で市場金利を反映することから、時価は帳簿価額とほぼ等しいと考え

られるため、当該帳簿価額によっております。固定金利によるものは、元利金の合計額を、同様の新

規借入を行った場合に想定される利率で割り引いた現在価値により算定しております。

なお、１年以内に返済予定の長期借入金を含めた金額を記載しております。

１株当たり情報に関する注記

1. １株当たり純資産額 657円98銭

2. １株当たり当期純利益 137円57銭
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収益認識に関する注記

1. 顧客との契約から生じる収益を分解した情報

（単位：百万円）

報告セグメント
その他

(注)
合計プリント

配線板事業

検査機・ソリュ

ーション事業
計

日本 12,295 319 12,615 93 12,708

中国・香港 11,870 115 11,985 ― 11,985

その他 4,523 119 4,643 ― 4,643

顧客との契約から生じる収益 28,689 554 29,244 93 29,337

その他の収益 ― ― ― ― ―

外部顧客への売上高 28,689 554 29,244 93 29,337

(注) 「その他」の区分は報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、運送業を含んでおります。

2. 顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報

当社グループは主にプリント配線板事業及び、検査機・ソリューション事業を営んでおります。当該事業

における主な履行義務の内容及び収益を認識する時点は以下のとおりであります。なお、当社グループの

取引に関する支払条件は通常、短期のうちに支払期日が到来し、契約に重要な金融要素は含まれていませ

ん。

(1) プリント配線板事業に係る収益認識

契約で合意された仕様の製品を顧客に提供する履行義務を識別しております。原則として製品を顧客の指

定する場所に納入した時点でその支配が顧客に移転し履行義務が充足されると判断していることから、製

品の納入時点で収益を認識しております。なお収益認識適用指針第98項に定める代替的な取扱いを適用

し、製品の国内の販売において、出荷時から当該製品の支配が顧客に移転される時までの期間が通常の期

間である場合には、出荷時に収益を認識しております。

(2) 検査機・ソリューション事業に係る収益認識

契約で合意された仕様の製品を顧客に提供する履行義務を識別しております。納入された製品について、

顧客による検収が行われた時点でその支配が顧客に移転し履行義務が充足されると判断していることか

ら、検収時点で収益を認識しております。

3. 当連結会計年度及び翌連結会計年度以降の収益の金額を理解するための情報

契約資産及び契約負債の残高等

契約負債は主に、製品の引渡前に顧客から受け取った対価であり、連結貸借対照表上、流動負債のその他

に含まれております。なお対象となる契約負債の連結貸借対照表計上額に重要性が乏しいため、残高の記

載を省略しております。
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その他の注記

該当事項はありません。

重要な後発事象に関する注記

(子会社の設立)

当社は、2024年10月15日開催の取締役会において、下記の通り子会社を設立することを決議し、2025年４

月29日に設立いたしました。

(1) 子会社設立の目的

当社は中長期的に高成長が期待できるインドを有望な市場と捉え、創業以来当社が国内外で培った「シラ

イ品質」を同国内で提供するため、現地販売子会社を設立いたしました。また、2024年５月に策定しました

中期経営計画の重点施策である「成長市場」進出への一環であり、さらにグローバルな営業体制により一層

の強化を図ることを目的としております。

(2) 子会社の概要

① 名称 SHIRAI ELECTRONICS TRADING (INDIA) PVT. LTD.

② 所在地 インド共和国 カルナータカ州 ベンガルール

③ 代表者 五藤 学 (当社代表取締役社長)

④ 事業内容 プリント配線板の販売及び仕入

⑤ 資本金 50,000千INR (約9,000万円)

⑥ 設立年月日 2025年４月29日

⑦ 出資比率
シライ電子工業株式会社 99.9%

シライ物流サービス株式会社 0.1%
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貸 借 対 照 表

(2025年３月31日現在)
（単位：百万円）

科 目 金 額 科 目 金 額

(資 産 の 部) (負 債 の 部)
流 動 資 産 5,283 流 動 負 債 3,526
現 金 及 び 預 金 270 支 払 手 形 8
受 取 手 形 98 買 掛 金 857
電 子 記 録 債 権 1,505 電 子 記 録 債 務 780
売 掛 金 1,608 短 期 借 入 金 660
製 品 935 １年内返済予定の長期借入金 356
仕 掛 品 361 リ ー ス 債 務 3
原 材 料 及 び 貯 蔵 品 287 未 払 金 154
前 渡 金 8 未 払 費 用 153
前 払 費 用 19 未 払 法 人 税 等 39
関 係 会 社 短 期 貸 付 金 40 前 受 金 126
そ の 他 149 預 り 金 31

固 定 資 産 5,890 賞 与 引 当 金 325
有 形 固 定 資 産 2,010 そ の 他 28
建 物 609 固 定 負 債 1,340
構 築 物 38 長 期 借 入 金 836
機 械 及 び 装 置 179 リ ー ス 債 務 2
工 具、 器 具 及 び 備 品 58 退 職 給 付 引 当 金 350
土 地 1,098 資 産 除 去 債 務 149
リ ー ス 資 産 4 長 期 未 払 金 1
建 設 仮 勘 定 19 負 債 合 計 4,866
そ の 他 2 ( 純 資 産 の 部 )
無 形 固 定 資 産 25 株 主 資 本
ソ フ ト ウ ェ ア 14 資 本 金 366
そ の 他 10 資 本 剰 余 金 3,030
投資その他の資産 3,854 資 本 準 備 金 1,752
投 資 有 価 証 券 25 そ の 他 資 本 剰 余 金 1,278
関 係 会 社 株 式 2,831 利 益 剰 余 金 2,923
出 資 金 0 利 益 準 備 金 36
関 係 会 社 長 期 貸 付 金 708 そ の 他 利 益 剰 余 金
繰 延 税 金 資 産 266 別 途 積 立 金 410
そ の 他 30 繰 越 利 益 剰 余 金 2,477
貸 倒 引 当 金 △8 自 己 株 式 △14

評価・換算差額等 1
その他有価証券評価差額金 1
純 資 産 合 計 6,307

資 産 合 計 11,174 負 債 純 資 産 合 計 11,174
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損 益 計 算 書

(2024年４月１日から
2025年３月31日まで)

（単位：百万円）

科 目 金 額

売 上 高 12,808

売 上 原 価 10,922

売 上 総 利 益 1,886

販売費及び一般管理費 1,583

営 業 利 益 302

営 業 外 収 益

受 取 利 息 40

受 取 配 当 金 863

為 替 差 益 6

経 営 指 導 料 31

そ の 他 29 970

営 業 外 費 用

支 払 利 息 26

そ の 他 3 29

経 常 利 益 1,243

特 別 損 失

固 定 資 産 除 却 損 8 8

税 引 前 当 期 純 利 益 1,234

法 人 税、 住 民 税 及 び 事 業 税 95

法 人 税 等 調 整 額 △83 12

当 期 純 利 益 1,221
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株主資本等変動計算書

(2024年４月１日から
2025年３月31日まで)

（単位：百万円）

株 主 資 本

資 本 金
資 本 剰 余 金

資 本 準 備 金 その他資本剰余金 資本剰余金合計

当 期 首 残 高 366 1,752 1,271 3,024

当 期 変 動 額

剰 余 金 の 配 当

当 期 純 利 益

自 己 株 式 の 取 得

自 己 株 式 の 処 分 6 6

株主資本以外の項目の
当 期 変 動 額 （純 額）

当 期 変 動 額 合 計 ― ― 6 6

当 期 末 残 高 366 1,752 1,278 3,030

（単位：百万円）

株 主 資 本

利 益 剰 余 金

自己株式
株主資本
合 計利 益

準備金

その他利益剰余金
利益剰余金

合 計別 途
積立金

繰越利益
剰 余 金

当 期 首 残 高 36 410 1,646 2,093 △26 5,456

当 期 変 動 額

剰 余 金 の 配 当 △391 △391 △391

当 期 純 利 益 1,221 1,221 1,221

自 己 株 式 の 取 得 △6 △6

自 己 株 式 の 処 分 19 25

株主資本以外の項目の
当 期 変 動 額 （純 額）

当 期 変 動 額 合 計 ― ― 830 830 12 850

当 期 末 残 高 36 410 2,477 2,923 △14 6,306
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（単位：百万円）

評価・換算差額等

新株予約権 純資産合計その他有価証券
評 価 差 額 金

評 価 ・ 換 算
差 額 等 合 計

当 期 首 残 高 11 11 2 5,471

当 期 変 動 額

剰 余 金 の 配 当 △391

当 期 純 利 益 1,221

自 己 株 式 の 取 得 △6

自 己 株 式 の 処 分 25

株主資本以外の項目の
当 期 変 動 額 （純 額）

△10 △10 △2 △13

当 期 変 動 額 合 計 △10 △10 △2 836

当 期 末 残 高 1 1 ― 6,307
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個別注記表

重要な会計方針に係る事項に関する注記

1. 有価証券の評価基準及び評価方法

子会社株式及び関連会社株式 …… 総平均法による原価法

その他有価証券

市場価格のない株式等以外のもの …… 決算期末日の市場価格等に基づく時価法

(評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動

平均法により算定)

市 場 価 格 の な い 株 式 …… 総平均法による原価法

2. デリバティブの評価基準及び評価方法

時価法

3. 棚卸資産の評価基準及び評価方法

通常の販売目的で保有する棚卸資産

評価基準は原価法（収益性の低下による簿価切下げの方法）によっております。

製 品 ……………………… 総平均法

但し、検査機、金型及び設計代については個別法

原 材 料 ……………………… 主に総平均法

仕 掛 品 ……………………… 総平均法

貯 蔵 品 ……………………… 最終仕入原価法

4. 固定資産の減価償却の方法

有 形 固 定 資 産

(リース資産を除く)

………… ①2007年３月31日以前に取得したもの

旧定額法によっております。

②2007年４月１日以降に取得したもの

定額法によっております。

なお、主な耐用年数は次のとおりであります。

建 物 ……… ７年～38年

機械及び装置 ……… ６年

工具、器具及び備品 ……… ２年～15年

また、2007年３月31日以前に取得したものについては、償却可能限度

額まで償却が終了した翌年から５年間で均等償却する方法によってお

ります。

無 形 固 定 資 産

(リース資産を除く)

………… 定額法によっております。

但し、自社利用のソフトウエアについては、社内における利用可能

期間（５年）に基づいております。
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リース資産 ……………………… 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によって

おります。

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によってお

ります。

5. 外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準

外貨建金銭債権債務は、決算期末日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理して

おります。

6. 引当金の計上基準

貸 倒 引 当 金 債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、

貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込

額を計上しております。

賞 与 引 当 金 従業員に対して支給する賞与及び、役員に対して支給する業績連動報酬の支払に

充てるため、当事業年度に負担すべき実際支給見込額を計上しております。

退職給付引当金 従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資

産の見込額に基づき計上しております。

①退職給付見込額の期間帰属方法

退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰

属させる方法については、給付算定式基準によっております。

②数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法

過去勤務費用については、その発生時における従業員の平均残存勤務期間以内

の一定の年数（９年）による定額法により費用処理しております。

数理計算上の差異については、各事業年度の発生時における従業員の平均残存

勤務期間以内の一定の年数（９年）による定額法により按分した額を、それぞ

れ発生の翌事業年度から費用処理しております。

7. 収益及び費用の計上基準

当社は、「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号 2020年３月31日）及び「収益認識に関する

会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第30号 2021年３月26日）を適用しており、約束した財又は

サービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益

を認識しております。

主要な事業における主な履行義務の内容及び収益を認識する通常の時点については、連結注記表「収益認

識に関する注記」に記載の通りです。
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8. 退職給付に係る会計処理の方法

退職給付に係る未認識数理計算上の差異及び未認識過去勤務費用の未処理額の会計処理の方法は、連結計

算書類におけるこれらの会計処理の方法と異なっております。

9. 重要なヘッジ会計の方法

① ヘッジ会計の方法

繰延ヘッジ処理を採用しております。また、為替変動リスクのヘッジについて振当処理の要件を満た

している場合には振当処理を採用しております。

② ヘッジ手段とヘッジ対象

ヘッジ手段・・・為替予約

ヘッジ対象・・・外貨建金銭債務

③ ヘッジ方針

内部規程に基づき、外貨建取引の為替相場変動リスクを回避する目的で為替予約を行っております。

④ ヘッジ有効性評価の方法

ヘッジ対象の相場変動又はキャッシュ・フロー変動の累計とヘッジ手段の相場変動又はキャッシュ・

フロー変動の累計を半期毎に比較し、両者の変動額を基礎にして有効性を評価しております。なお、

振当処理によっている為替予約ついては、有効性の評価を省略しております。

10. 記載金額は百万円未満切捨てにより表示しております。
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会計上の見積りに関する注記
（繰延税金資産の回収可能性）

1. 当事業年度の計算書類に計上した金額

当事業年度末において266百万円の繰延税金資産を計上しております。

2. 識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報

連結注記表「会計上の見積りに関する注記 (繰延税金資産の回収可能性) 2. 識別した項目に係る重要な会

計上の見積りの内容に関する情報」に記載した内容と同一であります。

貸借対照表に関する注記

1. 担保資産

担保に供している資産及びこれに対する債務は次のとおりであります。

(担保に供している資産)

建物 601百万円

土地 1,098百万円

計 1,700百万円

(上記に対する債務)

短期借入金 495百万円

１年内返済予定の長期借入金 316百万円

長期借入金 756百万円

計 1,568百万円

2. 関係会社に対する金銭債権債務（区分掲記したものを除く）

短期金銭債権 35百万円

短期金銭債務 373百万円

3. 減価償却累計額

有形固定資産 7,236百万円

4. 保証債務

次のとおり関係会社に対し、債務保証を行っております。

銀行借入に対する保証

白井電子科技(香港)有限公司 838百万円

オーミハイテク株式会社 51百万円

出資に対する保証

Shirai Electronics Trading(Thailand) Co.,Ltd. 10百万円
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5. 財務制限条項

当社は、三上事業所の新棟建設に伴う投資資金を安定的に調達するため、取引銀行４行とタームローン契約を

締結しており、１年内返済予定の長期借入金のうち116百万円及び長期借入金のうち526百万円には、下記の財

務制限条項が付されております。

① 各年度の決算期（ただし、2020年３月期の決算期は除く。)の末日における連結の貸借対照表における

純資産の部の金額を前年同期比75％以上に維持する。

② 各年度の決算期における連結の損益計算書に示される当期経常損益から営業外収益及び営業外費用に計

上される為替差損益を控除した金額が３期連続して損失とならないようにする。ただし、2022年３月期

以降は２期連続して損失とならないようにする。

損益計算書に関する注記
関係会社との取引高

営業取引による取引高

売上高 136百万円

仕入高 4,878百万円

営業取引以外の取引高

受取配当金 863百万円

上記以外の営業取引以外の取引高 85百万円

株主資本等変動計算書に関する注記

自己株式に関する事項

株式の種類 当事業年度期首 増加 減少 当事業年度末

普通株式（株） 57,273 10,400 40,560 27,113
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税効果会計に関する注記

繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

繰延税金資産

減損損失 69百万円

資産除去債務 46百万円

退職給付引当金否認額 109百万円

未払事業税 6百万円

賞与引当金否認額 99百万円

会員権評価損否認額 5百万円

投資有価証券評価損否認額 0百万円

一括償却資産償却限度超過額 0百万円

減価償却超過額 14百万円

賞与支給に伴う法定福利費 15百万円

譲渡制限付株式報酬 16百万円

その他 3百万円

繰延税金資産小計 386百万円

評価性引当額 △118百万円

繰延税金資産合計 267百万円

繰延税金負債

資産除去債務に対応する除去費用 △0百万円

その他有価証券評価差額金 △0百万円

繰延税金負債合計 △0百万円

繰延税金資産の純額 266百万円
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関連当事者との取引に関する注記

1. 子会社及び関連会社等

（単位：百万円）

属性 会社の名称
議決権等の
所有割合

関連当事者
との関係

取引内容 取引金額 科目 期末残高

子会社

白井電子科
技(香港)
有限公司

所有
直接 100％

当社製品の生産
委託及び販売
資金の援助
債務保証
役員の兼任

プリント配線板等
の購入

(注1)
3,970 買掛金 275

資金の貸付
(注2)

―
短期貸付金
長期貸付金

―
598

資金の回収
―

貸付利息の受入
(注2)

38 未収入金 2

債務保証
(注3)

838 ― ―

保証料の受入
(注3)

3 未収入金 1

経営指導料の受入
(注4)

27 ― ―

オーミハイ
テク
株式会社

所有
直接 100％

当社製品の一部
工程の外注受託
及び業務請負
資金の援助
債務保証
役員の兼任
倉庫賃貸

資金の貸付
(注5)

―
短期貸付金
長期貸付金

40
110

資金の回収 40

貸付利息の受入
(注5)

1 ― ―

取引条件及び取引条件の決定方針等

（注) 1. プリント配線板の購入価格については、白井電子科技(香港)有限公司から見積りを入手し、市場価格

と比較・検討し価格交渉を実施したうえで決定しております。

2. 白井電子科技(香港)有限公司が実行する白井電子科技(珠海)有限公司への出資に関して資金を貸付け

ております。なお、貸付利息は香港での市場金利を勘案し決定しております。

3. 白井電子科技(香港)有限公司の金融機関等からの銀行借入に対し、債務保証を行っているものであり

ます。なお、保証額は実際借入額とし日数に応じて債務保証額の年率0.2％の保証料を受取っており

ます。

4. 経営指導料につきましては、取引内容を勘案して決定しております。

5. オーミハイテク株式会社の運転資金に関して資金を貸付けております。なお、貸付利息は市場金利を

勘案し決定しております。
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2.役員及び個人主要株主等

該当事項はありません。

１株当たり情報に関する注記

1. １株当たり純資産額 418円05銭

2. １株当たり当期純利益 81円01銭

収益認識に関する注記

顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報は、連結注記表「収益認識に関する注記」に

同一の内容を記載しているため、記載を省略しております。

その他の注記

該当事項はありません。

重要な後発事象に関する注記

該当事項はありません。
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連結計算書類に係る会計監査人の監査報告書

独 立 監 査 人 の 監 査 報 告 書

2025年5月19日

シライ電子工業株式会社

取 締 役 会 御 中
PwC Japan有限責任監査法人
京都事務所

指定有限責任社員
業務執行社員

公認会計士 宮 脇 亮 一

指定有限責任社員
業務執行社員

公認会計士 西 村 祐 介

監査意見
当監査法人は、会社法第444条第4項の規定に基づき、シライ電子工業株式会社の2024年4月1日から2025年3月31日まで

の連結会計年度の連結計算書類、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結注
記表について監査を行った。

当監査法人は、上記の連結計算書類が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、シ
ライ電子工業株式会社及び連結子会社からなる企業集団の当該連結計算書類に係る期間の財産及び損益の状況を、全て
の重要な点において適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準におけ

る当監査法人の責任は、「連結計算書類の監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国におけ
る職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責
任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

その他の記載内容
その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示するこ

とにある。また、監査等委員会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執
行を監視することにある。

当監査法人の連結計算書類に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の
記載内容に対して意見を表明するものではない。

連結計算書類の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載
内容と連結計算書類又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、
そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。

当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告
することが求められている。

その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
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連結計算書類に対する経営者及び監査等委員会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結計算書類を作成し適正

に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結計算書類を作成し適正に表示するた
めに経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

連結計算書類を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結計算書類を作成することが適切であるか
どうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示
する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

連結計算書類の監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結計算書類に不正又は誤謬による重要な虚偽表

示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から連結計算書類に対する意見を表明
することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、連結計算書類の利
用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家と
しての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続
を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な
監査証拠を入手する。
・ 連結計算書類の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク
評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及
び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として連結計算書類を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基
づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結
論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において連結計算書類の注記事項
に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する連結計算書類の注記事項が適切でない場合は、連結計算書類に対
して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づ
いているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 連結計算書類の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠している
かどうかとともに、関連する注記事項を含めた連結計算書類の表示、構成及び内容、並びに連結計算書類が基礎となる
取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
・ 連結計算書類に対する意見表明の基礎となる、会社及び連結子会社の財務情報に関する十分かつ適切な監査証拠を
入手するために、連結計算書類の監査を計画し実施する。監査人は、連結計算書類の監査に関する指揮、監督及び査閲
に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。

監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要
な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに
監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応策を講じている場合又
は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合はその内容について報告を行う。
利害関係

会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はな
い。

以 上
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会計監査人の監査報告書

独 立 監 査 人 の 監 査 報 告 書

2025年5月19日

シライ電子工業株式会社

取 締 役 会 御 中
PwC Japan有限責任監査法人

京都事務所

指定有限責任社員
業務執行社員

公認会計士 宮 脇 亮 一

指定有限責任社員
業務執行社員

公認会計士 西 村 祐 介

監査意見
当監査法人は、会社法第436条第2項第1号の規定に基づき、シライ電子工業株式会社の2024年4月1日から2025年3月31

日までの第56期事業年度の計算書類、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表並びに
その附属明細書（以下「計算書類等」という。）について監査を行った。

当監査法人は、上記の計算書類等が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、当該
計算書類等に係る期間の財産及び損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準におけ

る当監査法人の責任は、「計算書類等の監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における
職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

その他の記載内容
その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示するこ

とにある。また、監査等委員会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行
を監視することにある。

当監査法人の計算書類等に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記
載内容に対して意見を表明するものではない。

計算書類等の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内
容と計算書類等又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのよ
うな重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。

当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告
することが求められている。

その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
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計算書類等に対する経営者及び監査等委員会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して計算書類等を作成し適正に表

示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない計算書類等を作成し適正に表示するために経営
者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
計算書類等を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき計算書類等を作成することが適切であるかどうか

を評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要
がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

計算書類等の監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての計算書類等に不正又は誤謬による重要な虚偽表示が

ないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から計算書類等に対する意見を表明すること
にある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、計算書類等の利用者の意思決
定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家とし

ての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続
を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監
査証拠を入手する。
・ 計算書類等の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評
価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及
び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として計算書類等を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づ
き、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付
ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において計算書類等の注記事項に注意を
喚起すること、又は重要な不確実性に関する計算書類等の注記事項が適切でない場合は、計算書類等に対して除外事項付
意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来
の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 計算書類等の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているか
どうかとともに、関連する注記事項を含めた計算書類等の表示、構成及び内容、並びに計算書類等が基礎となる取引や会
計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な

不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監

査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応策を講じている場合又は阻
害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合はその内容について報告を行う。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以 上

― 53 ―



監査等委員会の監査報告書

監査報告書

当監査等委員会は、2024年４月１日から2025年３月31日までの第56期事業年度における取締役の職務の

執行を監査いたしました。その方法及び結果について以下のとおり報告いたします。

１. 監査の方法及びその内容

監査等委員会は、会社法第399条の13第１項第１号ロ及びハに掲げる事項に関する取締役会決議の内

容並びに当該決議に基づき整備されている体制（内部統制システム）について取締役及び使用人等から

その構築及び運用の状況について定期的に報告を受け、必要に応じて説明を求め、意見を表明するとと

もに、下記の方法で監査を実施いたしました。

① 監査等委員会が定めた監査の方針、監査計画、職務の分担等に従い、会社の内部統制部門と連携の

上、重要な会議に出席し、取締役及び使用人等からその職務の執行に関する事項の報告を受け、必要

に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、本社及び主要な事業所において業務及び財産の状

況を調査しました。また、子会社については、子会社の取締役と意思疎通及び情報の交換を図り、必

要に応じて子会社から事業の報告を受けました。

② 会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検証するととも

に、会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。ま

た、会計監査人から「職務の遂行が適正に行われることを確保するための体制」（会社計算規則第131

条各号に掲げる事項）を「監査に関する品質管理基準」（企業会計審議会）等に従って整備している

旨の通知を受け、必要に応じて説明を求めました。

以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及びその附属明細書、計算書類（貸借対照表、損

益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表）及びその附属明細書並びに連結計算書類（連結貸借

対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結注記表）について検討いたしました。
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２．監査の結果

(1) 事業報告等の監査結果

① 事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社の状況を正しく示しているものと認め

ます。

② 取締役の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められま

せん。

③ 内部統制システムに関する取締役会の決議の内容は相当であると認めます。また、当該内部統制シ

ステムに関する事業報告の記載内容及び取締役の職務の執行についても、指摘すべき事項は認められ

ません。

(2) 計算書類及びその附属明細書の監査結果

PwC Japan有限責任監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。

(3) 連結計算書類の監査結果

PwC Japan有限責任監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。

2025年５月19日

シライ電子工業株式会社 監査等委員会

常 勤 監 査 等 委 員 平 野 和 志 ㊞

社 外 監 査 等 委 員 和 氣 大 輔 ㊞

社 外 監 査 等 委 員 清 水 久美子 ㊞

以 上

― 55 ―



株主総会参考書類

議案及び参考事項
第１号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）４名選任の件

現在の取締役（監査等委員である取締役を除く。以下、本議案において同じ。）６名全員

は、本定時株主総会終結の時をもって任期満了となります。つきましては、取締役会におい

て戦略的かつ機動的な意思決定が行えるよう２名減員し、取締役４名の選任をお願いするも

のであります。

なお、本議案につきまして監査等委員会より、指摘すべき事項はない旨の意見表明を受け

ております。

取締役候補者は、次のとおりであります。

候補者
番 号

氏 名
生 年 月 日

略歴、当社における地位及び担当並びに重要な兼職の状況
所 有 す る
当社の株式数

１

再 任

五
ご と う

藤 学
まなぶ

1979年２月11日

2008年12月 新日本有限責任監査法人入所

42,805株

2016年２月 公認会計士登録

2018年２月 当社入社

2020年６月 執行役員 国内構造改革・経営管理担当

2021年６月 取締役 経営構造改革・経営管理担当

2022年４月 取締役ＣＦＯ 経営管理担当

2024年３月 代表取締役社長（現任）

（重要な兼職の状況）

白井電子科技（香港）有限公司 董事長

白井電子科技（珠海）有限公司 董事

SHIRAI ELECTRONICS TRADING（INDIA） PVT.

LTD. 代表

〈取締役候補者とした理由〉

2019年当社グループが財務危機に陥った際に、経営の根本と向き合うために経営構造改革を立案・実行

し、全社一丸となって業績をV字回復させました。また、会計は経営の架け橋を信念に高度なEQ(心の知

能指数)を保持することで、論理と情理を融合した強力なリーダーシップのもと、会社の大きな方向性

を示すことで役職員を「一枚岩」にまとめる資質があり、「実行力」を有していることから当社の取締

役に適任であると判断しております。
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候補者
番 号

氏 名
生 年 月 日

略歴、当社における地位及び担当並びに重要な兼職の状況
所 有 す る
当社の株式数

２

再 任

宮
み や ざ き

崎 信
しん

1960年３月７日

1990年８月 当社入社

35,799株

2005年４月 三上工場長兼生産管理部長

2007年４月 白井電子科技(香港)有限公司出向 部長

2012年１月 白井電子科技(珠海)有限公司出向 本部長

2012年12月 白井電子商貿(深セン)有限公司出向 本部長

2016年４月 生産本部長

2018年６月 取締役 国内生産担当兼ＰＣＢ生産本部長

2020年７月 常務取締役 国内ＰＣＢ事業担当

2023年６月 執行役員 国内ＰＣＢ事業担当

2024年６月 常務取締役 ＰＣＢ製造担当（現任）

（重要な兼職の状況）

白井電子科技（珠海）有限公司 董事長

〈取締役候補者とした理由〉

プリント配線板の製造活動等に精通しており、日本及び中国の自社工場並びにOEM先を熟知しておりま

す。また、日本及び海外においてその深い知見に基づき、品質の高い製造活動を安定的・継続的に遂行

できるように、指導的機能を発揮しております。このような観点から当社の企業価値を継続的に向上さ

せるために取締役として適任であると判断しております。

３

再 任

竹
た け な か

中 一
か ず ひ ろ

宏

1962年11月８日

1986年４月 当社入社

22,100株

2008年４月 白井電子科技（香港）有限公司出向 部長

2013年４月 品質保証本部長

2019年４月 生産本部長

2020年４月 グローバル品質保証統括部長

2020年６月 取締役 品質・技術・ソリューション担当

2023年６月 執行役員 品質・技術担当

2024年６月 取締役 品質・技術担当（現任）

〈取締役候補者とした理由〉

プリント配線板の製造活動を通じた品質保証活動に精通しており、日本及び中国の自社工場の品質管理

活動で品質面より当社の企業価値の向上に尽力してまいりました。製造部門への指導的機能も発揮する

ことができ、品質保証及び製造活動の作り込みを通じて、当社の企業価値を継続的に向上させるために

取締役として適任であると判断しております。
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候補者
番 号

氏 名
生 年 月 日

略歴、当社における地位及び担当並びに重要な兼職の状況
所 有 す る
当社の株式数

４

再 任

石
い し ず み

角 哲
て つ や

也

1966年８月31日

1991年４月 当社入社

13,960株

2012年４月 白井電子商貿（深セン）有限公司出向

2014年４月 白井電子商貿（深セン）有限公司 部長

2020年７月 執行役員 営業担当

2023年10月 シライ物流サービス株式会社 専務取締役

2024年３月 執行役員 営業担当

2024年６月 取締役 営業担当（現任）

（重要な兼職の状況）

白井電子商貿（深セン）有限公司 董事長

白井電子商貿（上海）有限公司 董事長

Shirai Electronics Trading (Thailand) Co.,

Ltd. 代表

〈取締役候補者とした理由〉

プリント配線板の営業活動に精通しており、プリント配線板業界においても相応の人脈を有しており、

今後とも様々な協力関係を構築して販売活動を拡大させることが期待できます。国内外を問わず人望も

有していることから、指導的機能を発揮し、当社の企業価値を継続的に向上させるために取締役として

適任であると判断しております。

(注)１．取締役候補者の選定方針
当社は、経営理念に基づき、経営理念の実現に貢献できる知識、能力、経験を持ち、また、当社の取
締役としてふさわしい人格、高い見識や幅広い視野、倫理観、公正性、誠実性を有している者を取締
役候補者として選定し、取締役会で十分審議した上で、株主総会にお諮りすることを基本方針として
おります。
本定時株主総会において取締役選任に係る議案が原案通り承認された場合、４名の取締役が就任する
ことになりますが、今後適切な経営の意思決定を行うにあたっては適正な規模及び布陣であると考え
ております。

２．各候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。
３．各候補者の所有する当社の株式数は、当期末（2025年３月31日）現在の株式数を記載しております。
４．各候補者を被保険者とする役員等賠償責任保険契約について

当社は、当社および当社子会社の取締役、取締役(監査等委員)、および執行役員を被保険者とした、
会社法第430条の３に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結しており、2025年６月
に更新予定であります。各候補者が就任した場合は当該保険の被保険者となります。
当該契約の内容の概要は、以下のとおりです。
・会社訴訟、第三者訴訟、株主代表訴訟等により、被保険者が負担することとなった争訟費用及び
損害賠償金等を填補の対象としております。

・被保険者の職務の執行の適正性が損なわれないようにするための措置として、被保険者による犯
罪行為等に起因する損害等については、填補の対象外としています。

・当該契約の保険料は全額当社が負担しています。
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【ご参考】取締役会のスキルマトリックス 当社は、会社経営に関わる各分野で高度な知見、経験をもった人

財にて構成するものとします。そのうち会社経営において特に重要な分野を以下のとおり定義し、各取締役

に対して、その能力を十分に発揮することを期待しております。なお、以下の取締役会の構成は本株主総会

における取締役選任議案が全て原案どおり、ご承認いただけた場合を前提に作成しております。

企 業 経 営
ロ マ ン

変 革
リーダーシップ
実 行 力

事 業 戦 略 グローバル
営 業
マーケティング

製 造
品 質 管 理

財務・会計
法 務
ガバナンス
サステナビリティ

五 藤 学 代表取締役社長 ○ ○ ○ ○

宮 崎 信
常務取締役

ＰＣＢ製造担当
○ ○ ○ ○

竹 中 一 宏
取締役

品質・技術担当
○ 〇 ○

石 角 哲 也
取締役
営業担当

○ ○ ○ ○
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第２号議案 監査等委員である取締役４名選任の件

現在の監査等委員である取締役３名全員は、本定時株主総会終結の時をもって任期満了と
なります。つきましては、コーポレート・ガバナンス体制の一層の強化を図る為、社外取締
役を１名増員し、監査等委員である取締役４名の選任をお願いしたいと存じます。
なお、本議案の提出につきましては、監査等委員会の同意を得ております。
監査等委員である取締役の候補者は、次のとおりであります。

候補者
番 号

氏 名
生 年 月 日

略歴、当社における地位及び担当並びに重要な兼職の状況
所 有 す る
当社の株式数

１

新 任

常 勤

佐
さ の

野 徹
とおる

1963年７月１日

1987年10月 日新サーキット株式会社（1990年４月当社に

吸収合併）入社

2011年４月 白井電子科技（珠海）有限公司出向 課長

2014年４月 技術次長

2019年４月 白井電子科技（珠海）有限公司出向 部長

2022年２月 技術部長

5,176株

２

再 任

社 外 独 立

和
わ け

氣 大
だ い す け

輔

1968年８月２日

1998年10月 中央監査法人入所

― 株

2005年１月 和氣公認会計士事務所開設、事務所所長

（現任）

2012年６月 TOWA株式会社 社外監査役

2016年６月 TOWA株式会社 社外取締役 監査等委員

（現任）

2019年６月 株式会社IACEトラベル 社外監査役（現任）

2022年３月 当社取締役（監査等委員）（現任）

（重要な兼職の状況）

和氣公認会計士事務所所長

TOWA株式会社 社外取締役 監査等委員

株式会社IACEトラベル 社外監査役

３

再 任

社 外 独 立

清
し み ず

水 久美子
く み こ

1977年10月23日

2004年６月 株式会社総合進学セミナー入社

― 株

2014年３月 弁護士登録

2014年６月 清水法律事務所開設

2018年10月 弁護士法人清水法律事務所代表弁護士（現

任）

2023年６月 当社取締役（監査等委員）（現任）

（重要な兼職の状況）

弁護士法人清水法律事務所代表弁護士
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候補者
番 号

氏 名
生 年 月 日

略歴、当社における地位及び担当並びに重要な兼職の状況
所 有 す る
当社の株式数

４

新 任

社 外 独 立

内
う ち の

野 晃
あ き ひ こ

彦

1964年８月19日

1988年４月 京セラ株式会社入社

2001年５月 プルデンシャル・アセット・マネジメント・

ジャパン入社

2004年５月 三菱証券（現 三菱UFJモルガン・スタンレー

証券）入社

2024年１月 モルガン・スタンレーMUFJ証券出向

2024年10月 ランテーナ合同会社設立（現任）

― 株

(注)１．各候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。

２．各候補者の所有する当社の株式数は、当期末（2025年３月31日）現在の株式数を記載しております。

３．当社は、和氣大輔氏及び清水久美子氏との間で会社法第427条第１項の規定に基づき、同法第423条第

１項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、

法令が規定する額としており、両氏の再任が承認された場合は、当該契約を継続する予定であります。

また、佐野徹氏及び内野晃彦氏の選任が承認された場合、当社は両氏との間で、同様の責任限定契約

を締結する予定であります。

４．和氣大輔氏、清水久美子氏及び内野晃彦氏は社外取締役候補者であります。

５．監査等委員である社外取締役候補者とした理由及び期待される役割

和氣大輔氏は公認会計士・税理士として、企業の会計・財務・税務等の豊富な経験や実績、幅広い知

識と見識を有しており、客観的な立場から当社の経営に参画できると考えております。なお、同氏は

過去に社外役員となること以外の方法で会社の経営に関与した経験はありませんが、上記の理由から

監査等委員である社外取締役としてその職務を適切に遂行できるものと判断し、引き続き監査等委員

である社外取締役候補者といたしました。

清水久美子氏は、法律事務所の代表弁護士として事務所運営に携わるとともに、法律に関する高い専

門的知識と経験を有しており、客観的な立場から当社の経営に参画できると考えております。なお、

同氏は過去に社外役員となること以外の方法で会社の経営に関与した経験はありませんが、上記の理

由から監査等委員である社外取締役としてその職務を適切に遂行できるものと判断し、引き続き監査

等委員である社外取締役候補者といたしました。

内野晃彦氏は、京セラ株式会社でのエレクトロニクスに関する高度な専門知識、証券アナリストとし

てマーケットやファイナンス等の高度な専門知識を有しており、客観的な立場から当社の経営に参画

できると考えております。なお、同氏はこれまで社外役員として会社の経営に関与された経験はあり

ませんが、上記の理由から監査等委員である社外取締役としてその職務を適切に遂行できるものと判

断し、監査等委員である社外取締役として選任をお願いするものであります。
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６．和氣大輔氏の当社監査等委員である社外取締役就任期間は本総会終結の時をもって３年３ヶ月となり

ます。

清水久美子氏の当社監査等委員である社外取締役就任期間は本総会終結の時をもって２年となります。

７．当社は、和氣大輔氏及び清水久美子氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取

引所に届け出ております。両氏の再任が承認された場合には、引き続き独立役員として指定する予定

であります。また、内野晃彦氏につきましても選任が承認されましたら、同取引所が定める独立役員

として指定し、届け出る予定であります。

８．各候補者を被保険者とする役員等賠償責任保険契約について

当社は、当社および当社子会社の取締役、取締役(監査等委員)および執行役員を被保険者とした、会

社法第430条の３に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結しており、2025年６月に

更新予定であります。各候補者が就任した場合は当該保険の被保険者となります。

当該契約の内容の概要は、以下のとおりです。

・会社訴訟、第三者訴訟、株主代表訴訟等により、被保険者が負担することとなった争訟費用及び

損害賠償金等を填補の対象としております。

・被保険者の職務の執行の適正性が損なわれないようにするための措置として、被保険者による犯

罪行為等に起因する損害等については、填補の対象外としています。

・当該契約の保険料は全額当社が負担しています。

以 上
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＜株主総会会場ご案内図＞
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《交 通》

ＪＲ琵琶湖線 野洲駅南口より車で約10分
名神高速 栗東I.Cより車で約15分

・当日は野洲駅と会場を往復する送迎バスをご用意しておりますので、ご利用下さい。送迎バスをご利用
の方は、野洲駅南口にある階段をお使いいただきますと、担当者がバス乗り場をご案内いたします。

・駐車場には限りがございますので、ご来場の際は、公共交通機関のご利用をご検討ください。

《送迎バス運行時間》

往路 午前9：20 / 9：35
復路 定時株主総会の終了時刻に応じて運行


